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                                       別紙 

○ 全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路 

（日本道路公団等民営化関係法施行法第２４条第２項） 

一般国道

一号 

横浜市保土ヶ谷区常盤台十七番三から同区藤塚町を経て同市戸塚区上矢部町字坂本二

千九百三十番三までの区間、藤沢市城南二丁目七百十九番一から茅ケ崎市西久保及び同

市柳島を経て神奈川県中郡大磯町東町一丁目千九百九十番一までの区間、同郡二宮町二

宮字中向浜九十四番一から同町山西字浜端百七番、小田原市前川字小西三百四十三番

一、同市酒匂三丁目百四番八、同市東町二丁目六百九番一及び同市南町四丁目を経て同

市風祭字壗下百五十七番三までの区間、大津市大江八丁目字惣山百十七番三から宇治市

二尾及び京都府久世郡久御山町大字森小字大内を経て同町大字森小字中内七十番二ま

での区間並びに同町大字東一口小字大島先六十七番から同町大字森小字北大内及び枚

方市長尾台四丁目を経て門真市大字薭島三百二十五番一までの区間 

一般国道

二号 

神戸市須磨区月見山町三丁目二十二番二から同市垂水区東垂水町、同市西区伊川谷町有

瀬、同区伊川谷町別府及び明石市大久保町大窪を経て同市魚住町清水字鳥喰下二千四百

三十九番二までの区間、神戸市垂水区名谷町字入野六百九十七番二の二十四から同市西

区伊川谷町長坂を経て同区伊川谷町井吹字苗代二百四十三番七までの区間並びに廿日

市市地御前二丁目九百九十五番三から同市宮内及び大竹市小方二丁目を経て同市御園

二丁目千二百二十四番二までの区間 

一般国道

三号 

八代市東片町字岡神四百五十六番三から同市妙見町及び同市日奈久新開町を経て同市

日奈久下西町字大正町六百一番二までの区間並びに鹿児島県日置郡市来町大里字ムシ

ナ百五十六番から日置市伊集院町下谷口を経て鹿児島市田上八丁目千五百五十番十一

までの区間 

一般国道

六号 

水戸市元石川町字千束二千七百三十四番一から同市大串町を経てひたちなか市部田野

字狢三千三十八番一までの区間及び宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋字北新丁百八十四番

から仙台市若林区三本塚を経て同市宮城野区中野字柳原四十番七までの区間 

一般国道

七号 

秋田市上新城道川字ウトフ坂百十二番一から同市下新城小友を経て潟上市昭和大久保

字元木山根二十六番二までの区間並びに秋田県山本郡琴丘町鹿渡字金仏八番二から同

町鹿渡字寒ノ神及び能代市浅内字福田上野を経て同市浅内字清水上百四十九番一まで

の区間 

一般国道

九号 

米子市陰田町千五百三十八番から安来市佐久保町を経て島根県八束郡東出雲町大字出

雲郷字恵比須九百五十六番までの区間及び江津市嘉久志町イ四百十二番一から浜田市

宇野町を経て同市後野町二千百六十六番十三までの区間 

一般国道

十号 

福岡県京都郡豊津町大字徳永字川ノ上千九百三十一番一から同県築上郡築城町大字安

武を経て同郡椎田町大字上ノ河内千百五十番四までの区間、宇佐市大字山本字狐坂千百

五十二番から同市安心院町原を経て大分県速見郡日出町大字南畑字札ノ辻四千九百十

四番二までの区間、同町大字藤原字坂本二千五百七十七番から同町大字豊岡を経て同町

大字南畑字札ノ辻四千九百十四番二までの区間、延岡市伊形町二千百三十七番から同市

土々呂町五丁目を経て宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字加草口四百十三番三までの区

間並びに鹿児島県姶良郡隼人町住吉字住吉崎二千八十一番二から同町眞孝字新西濱田

三千六百十二番三及び同町小浜を経て同郡加治木町反土字八幡領千四百四十八番二ま

での区間 

一般国道

十一号 

さぬき市津田町鶴羽字中谷二千七十四番一から同市末を経て香川県木田郡三木町大字

池戸字穴田千七百五番三までの区間 

一般国道

十三号 

米沢市窪田町小瀬字江中子六百八十五番二から同市窪田町矢野目及び山形県東置賜郡

高畠町大字川沼を経て同町大字深沼字烏柳千二百五十番一までの区間並びに湯沢市字

沖鶴四十九番から同市字栄田及び横手市外目字後村を経て同市新藤柳田字大谷地二十

六番二十三までの区間 
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一般国道

十四号 

東京都江戸川区一之江一丁目百三十三番二十二から同区篠崎町三丁目、習志野市谷津四

丁目及び千葉市稲毛区宮野木町を経て同区園生町四百五十七番五までの区間 

一般国道

十六号 

横浜市保土ヶ谷区狩場町百六十九番六十三から同区法泉一丁目を経て同区藤塚町二百

二十二番六十二までの区間、千葉市稲毛区園生町四百五十七番五から同市中央区星久喜

町を経て同区浜野町三百七十七番二までの区間、横須賀市馬堀海岸四丁目一番三十七か

ら逗子市沼間五丁目、横浜市金沢区釜利谷町及び同市南区六ツ川二丁目を経て同市保土

ヶ谷区狩場町百六十九番六十三までの区間並びに同市金沢区並木三丁目十四番一から

同区能見台東を経て同区釜利谷町字清戸奥二千三百六十八番三までの区間 

一般国道

二十四号 

城陽市寺田今橋百二十三番二から京都府相楽郡精華町大字下狛を経て同郡木津町大字

市坂小字水干十九番二までの区間 

一般国道

三十四号 

諫早市多良見町市布名字尾ノ上千四百九十六番一から長崎市川平町を経て同市昭和二

丁目六百十八番四までの区間及び同市川平町八百三十一番六から同市西山四丁目二十

二番四までの区間 

一般国道

四十二号 

御坊市野口字野尻二百四十番一から和歌山県有田郡広川町大字上津木及び同郡湯浅町

大字山田を経て同郡吉備町大字天満字丸山町八百五十一番までの区間 

一般国道

四十五号 

仙台市宮城野区中野字柳原四十番七から同区中野字柳原六十番一及び宮城県宮城郡利

府町加瀬を経て同町春日字山岸二番三までの区間並びに八戸市大字市川町字和野前山

十七番九十五から青森県上北郡下田町字川端及び同町字高田五十二番三を経て同町字

高田四十三番三までの区間 

一般国道

四十七号 

宮城県宮城郡利府町加瀬字船岡二十八番三から同町飯土井を経て同町澤乙字唄沢三十

五番八十六までの区間 

一般国道

百二十六

号 

千葉市中央区星久喜町百三十八番一から同市緑区高田町、東金市丹尾及び千葉県山武郡

山武町矢部を経て同郡横芝町遠山字庚塚二百七十八番六までの区間 

一般国道

百二十七

号 

千葉県安房郡富浦町深名字杉原五百六十四番一から同町丹生を経て富津市竹岡字仲町

三千二百六十九番二までの区間 

一般国道

百三十八

号 

富士吉田市新西原五丁目五千五百九十七番八十三から同市上吉田字遊境下及び同市上

吉田字駕籠坂上を経て静岡県駿東郡小山町須走字滝ノ台三百五十番六までの区間 

一般国道

百九十六

号 

今治市長沢字宮之前甲三百七十二番一から同市長沢字宮之前甲百八十六番及び西条市

周布を経て同市小松町妙口字修理谷乙八番五十五までの区間 

一般国道

二百三十

三号 

深川市音江町字向陽二百八十四番七から同市深川町字メム五千百四十一番二までの区

間 

一般国道

二百三十

五号 

苫小牧市字植苗六百三十四番二から同市字沼ノ端九百六十六番二までの区間 

一般国道

二百七十

一号 

小田原市板橋字五反歩二百九十二番三から厚木市酒井字原田二百三十八番九までの区

間 

一般国道

三百二号 

東海市新宝町三十二番から名古屋市港区金城ふ頭一丁目を経て愛知県海部郡飛島村金

岡二番までの区間 

一般国道

四百九号 

川崎市川崎区浮島町五百十三番五から木更津市十日市場を経て同市菅生字祝崎四百十

一番二までの区間 
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一般国道

四百六十

六号 

東京都世田谷区上野毛一丁目九百八十六番一から横浜市保土ヶ谷区岡沢町百二十五番

三までの区間 

一般国道

四百六十

八号 

横浜市金沢区釜利谷町字清戸奥二千三百六十八番三から同市栄区田谷町を経て同市戸

塚区原宿三丁目六百十七番一までの区間、海老名市中新田字一番河原三千二百八十八番

四十三から八王子市裏高尾町、あきる野市牛沼及び鶴ヶ島市大字藤金を経て久喜市大字

下早見字内谷千六百八十四番五までの区間、つくば市新井字須賀山二十七番から同市梶

内を経て稲敷市沼田字三ツ塚二千五百三十二までの区間並びに東金市丹尾字千眼下四

十番六から木更津市犬成犬成笹子両村新田字柳作七百十七番四までの区間 

一般国道

四百七十

五号 

豊田市岩倉町山ノ神八十八番三から土岐市泉町久尻を経て関市下有知字薬師二千八番

までの区間 

一般国道

四百七十

八号 

京都府船井郡丹波町字須知小字四ノ坪十一番二から同府乙訓郡大山崎町字円明寺小字

一丁田五番一までの区間及び同府久世郡久御山町大字北川顔小字表畑三番六から同町

大字森小字中内七十番二までの区間 

一般国道

四百九十

七号 

佐世保市干尽町三番百十二から武雄市東川登町大字袴野字森ノ木一万二千百二十一番

一までの区間 

 

○地域路線網に属する高速道路（日本道路公団等民営化関係法施行法第２４条第３項） 

地域路線網の名称 当該地域路線網に属する高速道路 

首都高速道路に係

る地域路線網 

都道首都高速一号線、都道首都高速二号線、都道首都高速二号分岐線、都道首

都高速三号線、都道首都高速四号線、都道首都高速四号分岐線、都道首都高速

五号線、都道首都高速六号線、都道首都高速七号線、都道首都高速八号線、都

道首都高速九号線、都道首都高速晴海線のうち東京都中央区晴海二丁目三十五

番から同都江東区有明までの区間、都道首都高速十一号線、都道首都高速飾

江戸川線、都道首都高速板橋足立線、都道首都高速目黒板橋線、都道高速湾岸

線、都道首都高速湾岸分岐線、都道高速横浜羽田空港線、都道高速飾川口線、

都道高速足立三郷線、都道高速板橋戸田線、神奈川県道高速横浜羽田空港線、

神奈川県道高速湾岸線、埼玉県道高速飾川口線、埼玉県道高速足立三郷線、

埼玉県道高速板橋戸田線、埼玉県道高速さいたま戸田線、千葉県道高速湾岸線、

横浜市道高速一号線、横浜市道高速二号線、横浜市道高速湾岸線、横浜市道高

速横浜環状北線及び川崎市道高速縦貫線 

阪神高速道路のう

ち阪神圏に係る地

域路線網 

大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、大阪府道高速大阪東大阪

線、大阪府道高速大阪松原線、大阪府道高速大阪堺線、大阪府道高速大阪西宮

線、大阪府道高速湾岸線、大阪府道高速大和川線のうち堺市築港八幡町から同

市常磐町一丁四十二番七地先までの区間、大阪市道高速道路森小路線、大阪市

道高速道路西大阪線、大阪市道高速道路淀川左岸線のうち大阪市此花区北港二

丁目から同区高見一丁目八十四番十二までの区間、兵庫県道高速大阪池田線、

兵庫県道高速神戸西宮線、兵庫県道高速大阪西宮線、兵庫県道高速湾岸線、神

戸市道高速道路二号線、兵庫県道高速北神戸線、神戸市道高速道路北神戸線並

びに神戸市道高速道路湾岸線のうち上り線については神戸市垂水区名谷町字

入野から同区名谷町字権行司千百八十三番二までの区間及び下り線について

は同区名谷町字入野から同区下畑町字松山千七百七十五番二までの区間 
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阪神高速道路のう

ち京都圏に係る地

域路線網 

京都市道高速道路一号線及び京都市道高速道路二号線のうち京都市伏見区竹

田向代町七十番一から同区向島大黒までの区間 

本州四国連絡高速

道路に係る地域路

線網 

一般国道二十八号のうち神戸市西区見津が丘四丁目一番四から同市垂水区東

舞子町二千五十一番一、淡路市岩屋字松帆及び同市中田字油天を経て鳴門市撫

養町木津字原山千三百三十八番十二までの区間、一般国道三十号のうち岡山県

都窪郡早島町大字早島字唐戸二千七百二十二番二から坂出市与島町を経て同

市川津町三千七百九十一番一までの区間並びに一般国道三百十七号のうち今

治市矢田字管ヶ谷甲百五十番から同市高部字旭方乙百四十九番一、同市砂場町

二丁目戊十八番一、同市吉海町椋名千三十九番四、同市吉海町名三千六百十四

番一、同市吉海町仁江二千二百五十八番二、同市宮窪町宮窪三千六百七十一番

三、同市宮窪町宮窪三千四百九十九番二、同市宮窪町宮窪四千百五番二、同市

宮窪町宮窪六千五百四十一番、同市伯方町叶浦字濱ノ上甲千五百三十七番、同

市伯方町叶浦字西側甲五百一番一、同市伯方町伊方字保木谷乙二百四十六番

七、同市伯方町伊方字保木谷甲二千二百二十九番六、同市伯方町伊方字保木谷

乙三百四十一番、同市伯方町伊方字瀬本乙五百七十九番三、同市上浦町甘崎七

百四十八番三、同市上浦町井口七千七百四十七番三、同市上浦町井口七千五百

六十六番四、広島県豊田郡瀬戸田町大字荻字惣谷七百二十六番二、因島市洲江

町字深久保五百八十番二、同市田熊町字船附四千八百二十番三、同市田熊町字

黒崎五千八十六番、同市重井町字友貞二千二百五番、尾道市向島町立花字石場

九十二番二、同市向島町字餅木一万四千二百三十五番四、同市向島町字則信四

百二十七番三、同市向島町字植条四千三百九十六番一、同市向東町字大正寺五

百六十八番三、同市向東町字大原谷五百二十六番、同市向東町字亀山六百一番

十五、同市尾崎町字坊地ヶ鼻六番五及び同市山波町字大山沖五百二十八番二を

経て同市高須町字才ヶ久保千二百十九番十までの区間 

 

（備考）上記については、平成１７年８月１日における行政区画によって表示されたものとする。 


